
１．はじめに

伊丹市は、もともと地域コミュニティのつながりが強いところで、子どもの登下校時の見守りや高
齢者の健康づくりなど、さまざまな活動が行われています。

しかしながら、少子高齢化などの社会情勢の変化に伴い、地域コミュニティは次のようなさまざま
な課題に直面しています。

・一人暮らし世帯や共働き世帯の増加、若年世代のライフスタイルの変化などにより、
地域での住民同士のつながりが希薄になっている。

・地域では、さまざまな地域活動が行われているが、地域活動について知らない人
が多く、地域活動の内容や地域の抱える課題について住民間の情報共有が十分に
できていない。

・地域コミュニティ組織への加入率の低下により、組織の担い手や資金が丌足している。

このような課題を踏まえ、伊丹市では、地域コミュニティの基盤強化のために、①地域コミュニ
ティの再構築と、②地域の特性や課題に即したまちづくりの支援を検討しています。

①地域コミュニティの再構築

②地域の特性や課題に即した
まちづくり

・地域自治組織の設立
・地域ビジョンの策定
・地域ビジョンに基づく実施事業の検討
・地域総括交付金を活用した事業実施

２．地域において実施すること

•所定の手続を経て小学校区を単位とした地域自治組織を設立していただきます。

（１）地域自治組織の設立（資料１～３頁）

•ラウンドテーブル、アンケート等により地域住民のニーズの把握を行ったうえで、地
域ビジョン（案）を策定し、地域住民に意見を求めた上で決定します。（地域ビジョ
ンの策定に要する費用を予算の範囲内で市から補助することを予定しています。）

（２）地域ビジョンの策定（資料４～６頁）

•ビジョンに基づき実施する具体的な事業検討。（事業の実施方法や、事業の統廃合、
新規事業の実施などを決めていただきます。）

（３）地域ビジョンに基づく実施事業の検討

•交付金を活用して、事業を展開します。また、実施する中で組織体制や交付金を活用
した事業について見直しも検討していただきます。

（４）地域総括交付金を活用した事業の実施（資料７頁）



３．今後のスケジュールについて（目安）

Ｈ２６年度内 平成２７年度内 平成２８年度内

実施団体の決定 ・地域自治組織の設立
・地域ビジョンの策定
・地域ビジョンに基づく実施事業

の検討

地域総括交付金を活用した事業
実施

地域によって実情が異なることから、実施にあたっては、“早期に取り組める地域から始める”こ
ととします。平成２６年度から平成２８年度にかけて、試行的に実施することによって得たノウハウ
や課題等を整理し検証しながら、他の小学校区に情報発信することによって、この取組を全小学校区
に広めていく予定です。

４．募集内容

区 分 内 容

申請団体 小学校区を単位とした地域の住民により構成された団体。

申請方法 申請書に必要事項を記入し、添付書類をつけて市まちづくり推進課までお持ちく
ださい。

募集期間等 平成２７年２月２７日（金）までに、「地域自治組織設立等試行実施団体申請
書」に必要事項を記入いただき、まちづくり推進課へご提出ください。
＊受付及び問い合わせは月曜日から金曜日（祝日及び１２月２７日（土）から１
月４日（日）を除く）の午前９時から午後５時３０分まででお願いします。

地域自治組織の設立及び地域ビジョンの策定等を試行的に実施していただく団体を募集します。な
お、試行実施することにより得たノウハウや課題などを踏まえて、この取組みを全小学校区に広めて
いきます。

伊丹市市民自治部まちづくり室まちづくり推進課 TEL ０７２－７８０－３５３３
FAX ０７２－７８４－８１３０

お問い合せ


